
 
 

発議第１号 

                      令和８年３月３日  

 

高根沢町議会議長 加藤 章 様 

 

              提出者 議会運営委員長 野中 昭一  

 

高根沢町議会委員会条例の一部改正について 

     

上記の議案を別紙のとおり高根沢町議会会議規則第 13条第３項の規定により提出します。 

 

 

【趣旨説明】 

令和６年 12月定例会で可決された「高根沢町課設置条例の一部改正」により、令和８年４月から町に設置され

る課が変更になります。 

それに伴い、高根沢町議会委員会条例で定めている常任委員会の所管を変更する必要があることから、条例の

一部を改正しようとするものです。 



 

高根沢町条例第 号 

 

   高根沢町議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

高根沢町議会委員会条例（昭和50年高根沢町条例第18号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（常任委員会の名称、委員定数及びその所管） （常任委員会の名称、委員定数及びその所管） 

第２条  第２条  

（１） まちづくり常任委員会 ７人 （１） まちづくり常任委員会 ７人 

総務課、企画課、都市整備課、上下水道課、農政課、商工観

光課、新庁舎整備課、会計課、監査委員事務局、選挙管理委員

会及び農業委員会事務局の所管に関する事務並びに他の常任委

員会の所管に属さない事務 

総務課、企画課、都市整備課、上下水道課、産業課、新庁舎

整備課、会計課、監査委員事務局、選挙管理委員会及び農業委

員会事務局の所管に関する事務並びに他の常任委員会の所管に

属さない事務 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


